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　糖尿病は、近年我が国で増加している病気の一つで、「予備群」を
合わせると 2210 万人にのぼると推計され、この 10 年間で 1.3 倍
に増えています。柳井健康福祉センターの調査によると、柳井管内
で糖尿病の「治療」を受けている方は 4300 人以上にのぼっています。
このように、糖尿病は身近であり、糖尿病対策を充実強化させるこ
とはとても重要だといえます。
　そこで、地元の医療機関（病院や診療所）、医師会、糖尿病専門医、
柳井健康福祉センターが連携して「柳井地域糖尿病医療連携事業」
に取り組み始めました。糖尿病は、人それぞれの体質や生活内容も
大きく関わっているため、治療の効果は様々です。糖尿病患者さん
一人ひとりにあった良質の治療を提供する仕組みを、地元の「かかりつけ医」と「専門医」が協力して
構築するのがこの事業のねらいです。
　柳井地域糖尿病医療連携事業では、糖尿病患者さんの意向をふまえつつ、その人に最適な治療を提供
するよう現在、専門医療機関 5か所、かかりつけ医療機関 42か所で、患者さんの紹介や診療支援など
を行っています。この事業について関心をお持ちでしたら主治医の先生に相談してみてください。
　糖尿病は、まず「適度な運動とバランスのとれた食生活による予防」と「定期的な健診による早期発見」
が基本です。しかし、発症した後も、「合併症を発症しないよう、適切な医療をしっかり続けること」が
大切です。今回ご紹介した糖尿病医療連携事業の仕組みも上手に利用し、誰もが糖尿病に負けない充実
した生活を送っていただきたいと思います。
　ご不明な点は柳井健康福祉センターにお問い合わせください。

◆問い合わせ　
柳井健康福祉センター　☎０８２０（２２）３７７７

―　糖尿病は予防と適切な医療が大切　―
「柳井地域糖尿病医療連携事業」に取り組んでいます


